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e-AMANOで従業員を削除してしまうと、過去に取り込んだ給与明細等の Web明細データや 

過去の年末調整を参照することができなくなります。 

※年末調整による住宅ローン控除は給与支払報告書等に載せる為、年末調整の申告書には 

住宅ローン控除の書面がございません。 

年末調整のデータ上にしか存在しない為、従業員を削除すると住宅ローン控除に 

関するデータも削除されます。 
 

また、e-AMANOから削除された従業員は従来のパスワードが使用できなくなり、 

新たに設定し直す必要が生じます。 

従業員や家族情報を再度CYBER XEED/ 
他社給与システムから e-AMANOへ連携する 

CYBER XEED/他社給与システム→e-AMANOの連携に用いる CSV ファイルは、何度でも取り込み可能です。 

e-AMANOでの年末調整が 2回目以降の場合で、年末調整前に CSV ファイルの連携によって e-AMANO上の 

従業員や扶養家族の情報を一新する際の注意点について、以下の通りご確認ください。 

 

※年末調整時の CSVファイル連携の手順につきましては、以下のリンクよりご利用状況が該当する部分を 

ご参照ください。 

CYBER XEED・他社給与ご利用の方向け年末調整ガイド 

「1 はじめに」の中の「ご利用状況別の初年度と 2年目以降の流れ」 

https://www.tis.amano.co.jp/e-amano/pdf/manual/yearendadjustment_xg/yearendadjustment_xg_0.pdf 

 

再度CSVファイルによる取り込みを行う際の注意点 
 
CSV ファイルによる取込みは上書きです。 

※CSV ファイルにブランク項目がある場合も、同様となります。(e-AMANO上のデータをクリアします) 

 

■e-AMANOで従業員を削除する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■従業員コードが異なる場合は、新規個人として取り込まれます。 

  ※従業員コードが同一であれば、同一人物としてみなされます。 

 

■CSV ファイルのインポートは、CSV ファイルに含まれるデータの上書きである為 

親族の削除されたデータは反映されません。 

CYBER XEED/他社給与システムで親族を削除している状態で、e-AMANOへ連携した場合は 

別途 e-AMANOの従業員一覧より削除して頂く必要があります。 

その為、CYBER XEED/他社給与システムから出力した家族情報 CSVデータと e-AMANOの CSVエクスポート

「家族情報」から出力したデータとで突き合わせを行う等の、確認作業をしていただくことを推奨いたします。 

 

■CSV ファイルに死亡年月日が含まれていても、日にちに関わらず e-AMANOへはインポートされます。 

 

https://www.tis.amano.co.jp/e-amano/pdf/manual/yearendadjustment_xg/yearendadjustment_xg_0.pdf
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※e-AMANOの従業員一覧より親族を削除する手順 

  ①e-AMANOのホーム画面より「従業員管理」を押下し、表示された項目の中の「従業員一覧」を押下します。 

親族を削除したい対象の従業員の「詳細」ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②「6.家族情報」ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③削除する対象家族の「家族削除」ボタンを押下します。 
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  ④削除の確認画面で、「はい」ボタンを押下します。 

削除しますとデータを復元することはできませんので、ご注意ください。 

   ※適用開始日は設定不要です。 

   ※e-AMANOへ登録済みのマイナンバーも削除されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤下記の画面が表示され、削除が完了します。 
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■従業員の家族情報の取り込みは、氏名・誕生日が一致する家族のデータを上書きします。 

家族の氏名・誕生日を変更されている場合は新規に家族データが作成されるため、ご注意ください。 

 

■CSV インポートの家族情報 16項目版（扶養・障害・控除フラグなし）のカタログで新規に取り込んだ 

家族情報の税法上の扶養は、CSV項目にないため「有」になっています。  

配偶者は源泉控除対象配偶者のみ「有」となります。（控除対象配偶者や同一生計配偶者は「無」となります）  

（既存の家族情報を CSV取り込みで上書きした場合は、既存のデータを引き継ぎます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


